
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号 
平成２８年 7 月発行 

都島区 

 

友渕連合（区代表含む） 

          ２５名 

桜宮連合    １８名 

中野連合    １０名 

東都島連合   １４名 

西都島連合   １５名 

内代連合     ９名 

高倉連合    １７名 

淀川連合    １１名 

大東連合    １５名 

       計１３４名 

平成２８年６月２８日（火）都島区民センターで、第７期都島区廃棄物減量等推進員委

嘱式を開催し、出席された皆様に大阪市長の委嘱状をお渡ししました。 

 その後、北部環境事業センター所長 松岡より、推進員の役割やごみ分別についての講

話を行いました。 

 第７期の推進員の任期は平成３０年３月までとなりますが、北部環境事業センターでは

都島区の環境・衛生の維持向上のため、ごみ減量や３Ｒの推進に皆様とともに取り組んで

まいります。 
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１）１０月 1日（土） 大阪城「ごみ減量フェスティバル」 

２）１０月２２日（土）～１０月２８日（金）予定  

大阪マラソンクリーンアップ作戦 

３）１１月２０日（日）都島区ＲＲＲフェスティバル 

４）１２月 予定     廃棄物減量等推進員  関西交流大会 

５）１２月～２月   ごみ減量・リサイクルに関するイベント 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

（廃棄物減量等推進員） 

第 5条の８ 

① 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱

意と職見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱するこ

とができる。 

② 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策へ 

の協力その他の活動を行う。 


